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R7年度事故防止対策会議 2025年12月10日

坂入

資料

年末の交通事故防止県民運動

令和7年度目標進捗状況報告

意見要望等

2025年12月9日

第2回自社総点検実施

レジュメ

日時

備考

議事

　　　　生活道路とは、センターラインや中央分離帯のない、道幅5.5ｍ以下の狭い道路

　　〇車が自転車などの右側を通過する際のルール新設

　　　　自転車などとの間隔に応じた安全な速度で走行しなければならない

　　〇飲酒運転の根絶

1，年末の交通事故防止県民運動（12月1日～12月15日）

　　〇子供と高齢者の交通事故防止

東光台営業所

　　　　飲酒運転は極めて悪質・危険な犯罪

　　〇10月29日～11月6日までの9日間で死亡事故5件発生

　　〇生活道路での制限速度が30ｋｍ/ｈに引き下げられる

　　　　早めのライト点灯

　　　　横断歩道は歩行者優先

　　〇夕暮れ時と夜間の交通事故防止

確認印

　　　　3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金

　　　　従来の制限速度は、60ｋｍ/ｈ
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2，令和7年度安全目標進捗報告

　　　　2回目12月9日実施

　　③事故防止に向けた教材の取得6件以上⇒4件取得

　　④苦情の発生0件⇒0件

　　⑤健康管理の取り組み推進（健康起因事故0件）

　　　　7月23日圏央道菖蒲PA内でトラックとの物損事故

　　②自社総点検全車2回以上（備品・クーラー等）

3，意見要望等

　　　ワイシャツorブレザー支給のお願い

4，第2回自社総点検実施

　　　　健康診断　10月24日　2回目実施

　　　　各1台づつ総点検を実施いたしました。

　　①有責・物損事故の発生0件⇒1件

R7年度事故防止対策会議 2025年12月9日
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